【サテライト（訪問看護）】R8.3


サテライト（設置・変更・廃止）提出書類一覧
（訪問看護・介護予防訪問看護）
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■事前連絡について
　サテライトの設置・変更・廃止については、事前に電話にて連絡してください。

　また、設置時には以下の項目についてお伺いします。

　① サテライト事業所と本体事業所の位置関係
② サテライト事業所の設置を必要とする理由
■届出について

・届出の期限は異動日から１０日ですが、できる限り事前に届け出てください。

・サテライトに関する届出は、本体事業所の変更届（運営規程の変更）として提出してください。

・電子申請・届出システムから届出できます。電子申請・届出システムから届出できない場合は郵送し

てください。

 ■電子申請・届出システムの場合

・電子申請・届出システムの画面に従い入力し、「２．【設置】添付書類関係」、「３．【変更】添付書類関係」又は「４．【廃止】添付書類関係」に記載の添付ファイルをアップロードしてください。

・電子申請・届出システムの添付書類画面に、該当書類の記載がない場合は、予備に添付してください。

・書類作成担当者の連絡先が事業所（施設）の連絡先と異なる場合は、届出情報確認画面の「備考」の欄に書類作成担当者の氏名及び連絡先を記載してください。

・付表入力画面において、「変更前の内容（添付ファイル等）」の欄には今回変更が生じる前の内容を、「変更後の内容（添付ファイル等）」の欄には、今回変更が生じた内容を必ず入力してください（入力が無い場合は、出力される変更届出書の変更前・変更後の欄が空欄となってしまいます）。

「変更前の内容（添付ファイル等）」の画面　↓今回変更が生じる前の内容を入力
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　「変更後の内容（添付ファイル等）」の画面　↓今回変更が生じた内容を入力


■郵送の場合

・下記の「１．届出書関係」に加えて、「２．【設置】添付書類関係」、「３．【変更】添付書類関係」又は「４．【廃止】添付書類関係」を提出してください。
１．届出書関係
	連絡票


	■変更届連絡票

	届出書

	■変更届出書（別紙様式第一号（五））

■指定等に係る記載事項（付表第一号（三））


２．【設置】　添付書類関係
※大阪府内に限り、サテライトの設置を認めます。（ほかの都道府県に設置することはできません。）

※サテライトの名称については、主たる事業所名の後ろに任意の出張所名をつけるなど、主たる事業所との関係が分かる名称としてください。
	変更事由
	選択する項目

	添付書類
	留意点

	ｻﾃﾗｲﾄの設置

ｻﾃﾗｲﾄの所在地変更（移転）※３


	○運営規程


	・運営規程

・平面図（標準様式３）
・出張所設置に係る誓約書（2-4その他様式）※１
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（サテライト）※２

	※１：訪問看護（サテライト）用の誓約書です。

※２：地域区分は、出張所が所在する地域区分が適用されます。

※３：既存サテライトの廃止届も必要です。




【人員要件】

・主たる事業所単独で看護職員2.5人以上の人員基準を満たしたうえで、サテライト職員を配置すること。

【設備要件】

・主たる事業所とは別に「事務室、訪問看護に必要な設備・備品、感染症予防に必要な設備・備品」を確保すること。

【運営要件】

・主たる事業所及びサテライトの運営は同一法人により行うこと。

・利用申し込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

・職員の勤務体制、勤務内容等を一元的に管理し、必要な場合は随時、主たる事業所とサテライトとの間で相互支援が行える体制にあること。

・苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

・事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。
・人事、給与、福利厚生等の勤務条件等による職員管理を一元的に行うこと。
・主たる事業所とサテライトとの会議を定期的に開催するなどして、相互の相談体制を確立すること。
・従業者全員に対する研修の機会を定期的に持つこと。
３．【変更】　添付書類関係
	変更事由
	選択する項目

	添付書類
	留意点

	ｻﾃﾗｲﾄの名称
	○運営規程


	・運営規程


	

	ｻﾃﾗｲﾄの電話・FAX番号変更
	○事業所(施設)の所在地


	・なし
	

	ｻﾃﾗｲﾄの専用区画の変更


	○事業所の建物の構造、専用区画等
	・平面図（標準様式３）
	


４．【廃止】　添付書類関係
	変更事由
	変更届出書に○する項目

	添付書類
	留意点

	ｻﾃﾗｲﾄの廃止
	○運営規程


	・運営規程

・ｻﾃﾗｲﾄ利用者に対する措置状況（任意様式）※１　※２
	※1：利用者の個人情報（氏名等）は記載しないでください。

※２ｻﾃﾗｲﾄ廃止に際し利用者○人を、どこの事業所へ引き継いだのか等を記載してください。




５．注意
・単に経営上の合理化、管理者をはじめとする人員の削減等を目的とすると認められるサテライト事業所の設置は認められません。
・サテライト設置場所に既に他の指定事業所があり、その区画を変更し、一部をサテライトとして使用する場合は、既存の指定事業所に係る専用区画の変更手続も必要です。既存の指定事業所に係る変更届を提出してください。

・既存の指定事業所を廃止し、その場所をサテライトとして使用する場合は、既存の指定事業所の廃止手続が必要です。なお、既存事業所の廃止手続は、廃止予定日の1ヶ月前までに届出が必要です。
（問合せ先）広域福祉課（介護事業者係）　電話072-727-9661
※健康保険法（医療保険給付関係）に基づく変更の届出については、近畿厚生局に提出する必要があります。届出が必要な事項、様式等は異なりますので、詳細は下記へお問合せください。

近畿厚生局指導監査課 ０６－７６６３－７６６４

〒540-0011 大阪市中央区農人橋１－１－２２大江ビル８階

６．参考

○サテライトについて（基準省令 解釈通知 より）
事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ごとに行うものとするが、例外的に、待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たすものについては、一体的なサービス提供の単位として「事業所」に含めて指定することができる。 

①利用申込みに係る調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。 ②職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、当該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供ができなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制）にあること。

③苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。 

④事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められること。 

⑤人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること。

